
第９回 恵那市リニア中央新幹線対策協議会 

 

と き 令和５年１１月１４日（火） 

    午前 13 時 30 分～ 

ところ 恵那文化センター 集会室 

 

〇 あいさつ 

 

〇 委員委嘱 

 

〇 名簿確認 

 

〇 設置・目的 

 

 

【報告事項】 

 

１．リニア中央新幹線建設事業の進捗状況                  

（１）恵那市内の進捗状況                     Ｐ １～５ 

 

 （２）岐阜県内の進捗状況                    Ｐ ６～８ 

 

 （３）全線契約状況                          Ｐ ９ 

 

 

２．中部電力リニア中央新幹線電力供給事業の進捗状況 

（１）恵那市内の工事の進捗状況 Ｐ １０～１６ 

 

 

３．その他 

（１）リニア中央新幹線建設工事の交通事故について            Ｐ １７～２１ 

 

（２）武並町地内における土壌汚染について           Ｐ ２２～２３ 

 

 （３）リニア中央新幹線建設促進岐阜県期成同盟会の決議について Ｐ ２４～２５ 

   

 （４）リニア中央新幹線建設促進岐阜県期成同盟会の要望について Ｐ ２６～２９ 



 



役職 氏名 団体名等 出欠 備考

会　長 小坂  喬峰 恵那市長 出席

1 委　員 千藤　安雄 恵那市議会議長 出席

2 委　員 後藤　康司 リニア中央新幹線対策特別委員長 出席

3 委　員 西尾　努 リニア中央新幹線対策特別副委員長 出席

4 委　員 小板　順次 大井地域自治区 出席

5 委　員 和仁　誠 長島地域自治区 欠席

6 委　員 保母　鎖利 東野地域自治区 欠席

7 委　員 小木曽　信夫 三郷地域自治区 出席

8 委　員 渡辺　武彦 武並地域自治区 出席 代理：宮地　伸佳

9 委　員 林　修一 笠置地域自治区 欠席

10 委　員 西尾　公男 岩村地域自治区 欠席

11 委　員 百松　義朗 山岡地域自治区 出席

12 委　員 堀　誠 岡瀬沢リニア対策委員会 出席

13 委　員 佐藤　吉松 岡瀬沢リニア対策委員会 出席

14 委　員 梅田　光成 大井町３区・１３区リニア対策委員会 出席

15 委　員 土屋　滋嘉 大井町３区・１３区リニア対策委員会 出席

16 委　員 柘植　恒雄 大井町７区・８区リニア対策委員会 出席 代理：安藤　正二

17 委　員 市川　美彦 大井町７区・８区リニア対策委員会 欠席

18 委　員 林　憲二 武並町リニア新幹線対策委員会 出席 代理：渡辺　勝則

19 委　員 西尾　義男 武並町リニア新幹線対策委員会 出席

20 委　員 阿部　伸一郎 恵那商工会議所 出席

21 委　員 加藤　博靖 恵那市恵南商工会 出席

22 委　員 阿部　護 恵那市建設協同組合 出席

23 委　員 小川　智明 (一社)恵那市観光協会 出席

24 委　員 曽我　佳奈子 恵那市農業委員会 出席

25 委　員 前川　登 恵那市環境対策協議会 出席

26 委　員 岡田　庄二 教育長 出席 代理：工藤博也

27 委　員 鈴木　文明 農林部長 出席

28 委　員 藤田　航 商工観光部長 出席

29 委　員 長谷川　公盛 建設部長 出席

30 委　員 梅村　浩三 水道環境部長 出席

事務局長 原　章之 建設部リニア都市計画局長 出席

令和5年度　恵那市リニア中央新幹線対策協議会名簿
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武並地域自治区 

宮地伸佳 委員（代理） 

恵那市恵南商工会 

加藤博靖 委員 

三郷地域自治区 

小木曽信夫 委員 

恵那市環境対策協議会 

前川登 委員 

武並町 

リニア新幹線対策委員会 

西尾義男 委員 

岡瀬沢リニア委員会 

佐藤吉松 委員 
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百松義朗 委員 

恵那商工会議所 
阿部伸一郎 委員 

 プロジェクター 

岡瀬沢リニア委員会 
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大井町 3 区 13 区 
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梅田光成 委員 
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曽我佳奈子 委員 
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委
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） 

大井町 7 区 8 区 

リニア委員会 

安藤正二 委員（代理） 

農林部長 
鈴木文明 委員 

商工観光部長 
藤田航 委員 

記
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席 

事
務 
局 

事
務 
局 

恵那市建設協同組合 

阿部護 委員 

副教育長 

工藤博也 委員（代理） 
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小川智明 委員 

建
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長
谷
川
公
盛 

委
員 

水
道
環
境
部
長 

梅
村
浩
三 

委
員 

大井町 3 区 13 区 

リニア委員会 

土屋滋嘉 委員 
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○恵那市リニア中央新幹線対策協議会設置要綱 

平成29年３月22日告示第33号 

改正 

令和５年３月31日告示第59号 

恵那市リニア中央新幹線対策協議会設置要綱 

（設置） 

第１条 リニア中央新幹線事業に関する環境等の諸問題に対し、東海旅客鉄道株式会社、中部電力

株式会社等に適切な対応を求め、住民の安心と安全を確保すること及び建設時における経済効果

を最大限に活かし地域活性化を図るため、恵那市リニア中央新幹線対策協議会（以下「協議会」

という。）を設置する。 

（協議事項） 

第２条 協議会は、リニア中央新幹線事業に関する、次に掲げる事項について協議する。 

(１) 環境保全に関すること 

(２) 住民生活に関すること 

(３) 経済活動に関すること 

(４) その他協議会において必要と認める事項に関すること 

（組織） 

第３条 協議会は、会長及び委員30名以内をもって組織する。 

２ 会長は市長をもって充て、副会長は委員の中から会長が指名する。 

３ 会長は会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

５ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 関係地域自治区代表者 

(２) 地区リニア対策委員会代表者 

(３) 関係団体の代表者 

(４) 市議会議員 

(５) その他、市長が認める者 

６ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

（会議） 
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第４条 協議会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会長は、個別事項について協議する場合、関係する委員を招集し、会議を開催することができ

る。 

３ 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求めることがで

きる。 

（庶務） 

第５条 協議会の庶務は、建設部都市整備課において処理する。 

一部改正〔令和５年告示59号〕 

（委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月31日告示第59号） 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 
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リニア中央新幹線建設までの手順（大井町2区）
（R5.11.2現在）

地　　　区 項　目 工　　　程 備　　　　　考

事業説明会
（市町単位）

H26.11　開催

事業説明会
（地区単位）

H26.11～H26.12　開催

中心線測量 R4.8～H4.10　実施

　幅杭設置 R4.8～H5.4　実施

設計協議

　付替道路等協議

用地説明会 R4.7　開催

用地測量 R4.10～R5.1　実施

　物件調査（家屋） R4.11～R5.5　実施

用地取得 R4.9～　実施中

工事説明会

工事着手

地質

調査
地質調査 R4.2～R4.4　実施

水利用調査 R4.11～実施中

水資源調査

リニア中央新幹線建設までの手順（大井町3区･13区）
（R5.11.2現在）

地　　　区 項　目 工　　　程 備　　　　　考

事業説明会
（市町単位）

H26.11　開催

事業説明会
（地区単位）

H26.11～H26.12　開催

中心線測量

　幅杭設置

設計協議

　付替道路等協議

用地説明会 H30.1　開催

用地測量 H30.10～R1.9　実施

　物件調査（家屋） トンネル区間のため不要

用地取得 R2.6～　実施中

工事説明会

工事着手

地質

調査
地質調査

H29.6～H29.8　実施
（R3.8　追加調査　実施）

水利用調査 H29.6～H30.3　実施

水資源調査

状　　　況

大井町3区・13区

青木地区
北関戸地区

工
事
完
了
ま
で
の
工
程

H28.10～H29.9　実施

トンネル区間のため不要

環境
調査

状　　　況

大井町2区

観音寺地区
岡瀬沢地区

工
事
完
了
ま
で
の
工
程

付替道路等について、JR東海、管理者で協議中

環境
調査

実施済み 実施中 準備中凡 例

実施済み 実施中 準備中凡 例
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リニア中央新幹線建設までの手順（大井町7区）
（R5.11.2現在）

地　　　区 項　目 工　　　程 備　　　　　考

事業説明会
（市町単位）

H26.11　開催

事業説明会
（地区単位）

H26.11～H26.12　開催

中心線測量
H28.10～H29.1 実施
H31.2、R1.10 中心線測量結果中間報告（JR) 実施

　幅杭設置 R4.5～R4.10　実施

設計協議

　付替道路等協議

用地説明会 R3.6　開催

用地測量
R4.5～R4.6 実施
※一部未実施

　物件調査（家屋）
R4.4～R4.9　実施
※一部未実施

用地取得 R4.12～実施中

工事説明会

工事着手

地質

調査
地質調査

H28.11～H29.1　実施
（R3.9　追加調査　実施）

水利用調査 H29.7～H30.3　実施

水資源調査

リニア中央新幹線建設までの手順（大井町8区）
（R5.11.2現在）

地　　　区 項　目 工　　　程 備　　　　　考

事業説明会
（市町単位）

H26.11　開催

事業説明会
（地区単位）

長丘地区　H26.11～H26.12　開催
旭ヶ丘地区　R3.11 開催

中心線測量
旭ヶ丘・長丘地区　H28.10～H29.1　実施

　幅杭設置
長丘地区　R1.7～R1.9　中心線測量　実施
旭ヶ丘地区　R4.4～R4.5　幅杭設置　一部実施

設計協議

　付替道路等協議

用地説明会
長丘地区　R1.6 開催
旭ヶ丘地区　R3.11 開催

用地測量
長丘地区　R1.10～R2.11　実施
旭ヶ丘地区　R3.12～R4.6　実施

　物件調査（家屋）
長丘地区　移転家屋無し
旭ヶ丘地区　R4.10～R4.12　実施

用地取得
長丘地区　R3.11～　実施中
旭ヶ丘地区　R5.7～

工事説明会
非常口施工ヤード　R3.12　実施
斜坑・本坑　R5.7　実施

工事着手 非常口施工ヤード　R4.12

地質

調査
地質調査

H28.11～H29.1　実施
（今後、追加で調査する可能性あり）

水利用調査 H29.7～H30.5　実施

水資源調査 H30.9～　実施中

状　　　況

大井町8区
（非常口）

（阿木川左岸側）

旭ヶ丘地区
長丘地区

工
事
完
了
ま
で
の
工
程

付替道路等について、JR東海、地域、管理者で協議中

環境
調査

状　　　況

大井町7区
（阿木川右岸側）

野尻地区
野畑地区

大井長島地区

工
事
完
了
ま
で
の
工
程

協議中
R3.12　用地補償説明会にて付替道路路線概要説明

環境
調査

実施済み 実施中 準備中凡 例

実施済み 実施中 準備中凡 例
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リニア中央新幹線建設までの手順（長島町）
（R5.11.2現在）

地　　　区 項　目 工　　　程 備　　　　　考

事業説明会
（市町単位）

H26.11　開催

事業説明会
（地区単位）

H26.11～H26.12　開催

中心線測量 H28.4～H29.1　R5.4　実施（一部地域を除く）

　幅杭設置 H28.4～H29.11　実施（一部地域を除く）

設計協議

　付替道路等協議

用地説明会 H30.3　開催

用地測量 H30.11～　実施（一部地域を除く）

　物件調査（家屋） トンネル区間のため家屋等の補償無し

用地取得 R3.12～　実施中（一部地域を除く）

工事説明会 R5.7 開催

工事着手

地質
調査

地質調査
H28.7～H28.8 実施
R3.3 追加調査実施

水利用調査 H28.4～H30.2　実施

水資源調査 H30.9～　実施中

状　　　況

長島町

中野地区
久須見地区

工
事
完
了
ま
で
の
工
程

トンネル区間のため不要

環境
調査

実施済み 実施中 準備中凡 例
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リニア中央新幹線建設までの手順（武並町藤 東部）
（R5.11.2現在）

地区 項目 工程 備考

事業説明会
（市町単位）

H26.11　開催

事業説明会
（地区単位）

H26.11～H26.12　開催

中心線測量

　幅杭設置

設計協議 トンネル部のみ協議完了

　付替道路等協議 協議中

用地説明会 H30.5　開催

用地測量 H30.11～R3.8　実施

　物件調査（家屋） 家屋移転等無し

用地取得 R2.1～R4.10　実施

工事説明会 R3.2～R3.3　開催

工事着手 R3.4　着手　R4.6.7安全祈願式

地質
調査

地質調査
H28.7～H29.10 実施
R1.12～R2.2　実施
（今後、追加で調査する可能性あり）

水利用調査 H28.4～H30.2

水資源調査 H30.9～　実施中

リニア中央新幹線建設までの手順（武並町藤 西部）
（R5.11.2現在）

地区 項目 工程 備考

事業説明会
（市町単位）

H26.11　開催

事業説明会
（地区単位）

H26.11～H26.12　開催

中心線測量 H29.12　実施

　幅杭設置 H30.11　実施

設計協議

　付替道路等協議

用地説明会 Ｈ31.2　開催

用地測量
Ａ工区　R2.3 実施
Ｂ工区　R2.12～　用地立会　完了

　物件調査（家屋） H30.8～　実施

用地取得
Ａ工区　R3.4～　完了
Ｂ工区　R4.5～　実施中

工事説明会
藤川高架橋工事　R3.10　実施
日吉T R4.11 実施

工事着手
R3.4日吉トンネル（武並工区）契約　受注者：清水建設
R4.12藤川高架橋着手、R5.6日吉Tヤード整備着手

地質
調査

地質調査
H28.9～H28.10 実施
R2.12～R3.1　実施
（今後、追加で調査する可能性あり）

水利用調査 H28.4～H30.2　実施

水資源調査 H30.9～　実施中

状況

武並町藤
（国道418号以西）

工
事
完
了
ま
で
の
工
程

協議済

環境
調査

状況

武並町藤
（国道418号以東）

工
事
完
了
ま
で
の
工
程

H28.8～H29.10　実施

環境
調査

実施済み 実施中 準備中凡 例

実施済み 実施中 準備中凡 例
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リニア中央新幹線関連事業 岐阜県内の進捗状況（令和５年 10 月 31 日現在） 

 

  

 （１）工事進捗状況 

   ・中央アルプストンネル（山口）  【中津川市】 

      工  期  H28.8.3～R5.7.24  

      工事着手  H29.10.2 

      工事内容  本線 4.7 ㎞、斜坑 0.3 ㎞、工事ヤード 

      請負業者  鹿島・日本国土開発・吉川 JV 

 

 

 ・第一木曽川橋りょうほか新設  【中津川市】 

      工  期  R4.6.23～R9.12.23 

      工事内容  橋梁 270ｍ、高架橋 150ｍ、明かり路盤 160ｍ 

      請負業者  清水建設  

 

 

・瀬戸トンネル新設  【中津川市】 

      工  期  H30.8.8～R8.6.30 

      工事着手  H31.1 

      工事内容  本線 4.4km、非常口（斜坑）等 

      請負業者  奥村組・淺沼組・TSUCHIYA JV 

 

 

 ・第二木曽川橋りょうほか新設  【中津川市】 

      工  期  R3.3.9～R8.3.23 

      工事着手  R4.1 

      工事内容  橋りょう 340m、高架橋 40m 

      請負業者  清水建設 

 

 

   ・駒場トンネル新設  【中津川市】 

工  期  R1.12.19～R8.6.30 

工事着手  R3.8 

      工事内容  本線 4.7 ㎞、非常口（斜坑）等、変電所用地造成工事 

      請負業者  大林組・鴻池組・大本組 JV 
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   ・岐阜県駅（仮称）ほか新設  【中津川市】 

      工    期  R2.3.19～R7.3.21 

      工事着手  R3.7   

      工事内容  駅工事一式 

      請負業者  大成・ジェイアール東海建設・大豊 JV 

 

 

   ・中部総合車両基地ほか新設  【中津川市】 

      工  期  R2.3.19～R7.9.30  

      工事着手  R3.6   

      工事内容  車両基地用地造成 

      請負業者  鹿島・ジェイアール東海建設・飛島 JV 

 

 

 ・長島トンネル新設  【恵那市】 

工  期  R1.12.19～R8.6.30 

工事着手  R3.4   

      工事内容  本線 5.9 ㎞、非常口（斜坑） 

請負業者  大林組・鴻池組・大本組 JV 

 

 

   ・日吉トンネル（武並工区）ほか新設  【恵那市・瑞浪市】 

      工  期  R3.4.28～R8.6.30  

      工事内容  本線 3.7km（内 3.2 ㎞は瑞浪市区域） 

橋りょう 150m、明かり路盤工事 400m 

      請負業者  清水建設 

 

 

   ・日吉トンネル（南垣外工区）新設  【瑞浪市】 

      工  期  H28.6.24～ R8.9.30 

      工事着手  H28.10.13 

      工事内容  本線 7.4 ㎞、非常口（斜坑） 

      請負業者  清水建設・大日本土木・青木あすなろ建設 JV 
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   ・美佐野トンネルほか新設  【瑞浪市・御嵩町・可児市】 

      工  期  R2.4.30～R8.6.30 

      工事着手  R3.3   

      工事内容  本線（日吉）3.4km（美佐野）3.3km、橋りょう 0.2km 

      請負業者  戸田建設・守谷商会 JV 

 

 

   ・第一中京圏トンネル新設（大森工区）  【可児市】 

      工  期  H30.4.16～ R8.6.30  

      工事着手  H31.1   

      工事内容  本線 4.9 ㎞、非常口（斜坑） 

      請負業者  熊谷組・青協建設 JV 

 

 

   ・第一中京圏トンネル新設（大針工区）  【多治見市】 

工  期  H31.3.29～R8.6.30  

工事着手  R2.6   

      工事内容  本線 5.0 ㎞、非常口（斜坑）、変電所用地造成工事 

請負業者  佐藤工業・大豊建設・鈴中工業 JV 
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事故発生日時

令和5年2月9日　午前8時20分頃

2

N
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恵那記者会同時配布資料 

岐阜県政記者クラブ加盟社 各位 

令和５年１１月６日（月）岐阜県発表資料 

所 属 担 当 課 担 当 者 電 話 番 号 

恵那県事務所 環境課 野原 勝樹 
代表 0573-26-1111 (内線 215) 

F A X 0573-25-7129 

 

恵那市武並町地内における土壌汚染について 

 

東海旅客鉄道株式会社が、リニア中央新幹線武並工区藤川高架橋の工事に伴い発生した土壌を調

査したところ、土壌汚染対策法に規定する土壌溶出量基準を超える「ふっ素」が検出されたため、

本日（１１月６日）、同社から恵那県事務所に報告がありました。 

 

１ 報告内容 

（１）土壌調査地点 

恵那市武並町地内 

 

（２）調査結果の概要 

  【土壌溶出量調査】 

項目 
調査 
検体数 

基準超過 
検体数 

調査結果 土壌溶出量基準 
基準 

超過倍率 

ふっ素 1 1 1.2mg/L 0.8 mg/L 以下 1.5 倍 

   ※その他の物質についても調査を実施していますが、基準超過はありません。 

 

２ 汚染の原因 

  自然由来による汚染の可能性が高いと考えられますが、現時点では不明です。 

  なお、周辺地域には、ふっ素を原料に使用する工場・事業場はありません。 

 

３ 今後の対応 

（１）地下水調査について 

「岐阜県地下水の適正管理及び汚染対策に関する要綱」に基づき、恵那市の協力を得て、藤

川高架橋の工事現場及び工事発生土の仮置場から半径２５０ｍの範囲内にある家庭及び事業場

を対象に、井戸水の利用状況調査及び水質調査を実施します。 

 

（２）事業者に対する指導について 

汚染土壌の適正な管理等を行うよう指導しました。 
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【参 考】 

【ふっ素】 

「ふっ素」は反応性が高いため、自然界ではさまざまな元素と結合した化合物として存在し

ます。環境中では主に水中に存在し、温泉水や火山地帯の地下水にかなり高濃度のふっ素が含

まれていることがあります。ふっ素を継続的に飲み水から取り込むと、斑状歯（歯に褐色の斑

点や染みができた状態）になることがあります。 

 

 参考：化学物質ファクトシート-2012年版-（環境省発行） 

 

【土壌溶出量基準】 

 土壌に含まれる有害物質を、地下水等を経由して摂取することによるリスクを想定して設定

した基準。 
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令和５年度決議 
 

リニア中央新幹線は、東京･名古屋･大阪間の時間距離を大幅に短縮し、地域間の交流・連携を一

層強化し、わが国の新たな国土の大動脈として、経済社会を支え、ゆとりある生活の実現に大きく

貢献するとともに、内陸部における発展を促進する社会基盤である。 
さらに、本県と首都圏・関西圏との交流拡大をもたらすリニア中央新幹線は、整備が進む東海環

状自動車道などの高規格幹線道路ネットワークとともに、地域の活性化に大きく寄与する重要な交

通基盤としてその早期実現が望まれるところである。 
また、平成２６年１０月に全国新幹線鉄道整備法に基づく工事実施計画が認可され、３兆円の財

政投融資も活用し、２０２７年の東京・名古屋間のリニア開業に向けた工事が進められているとこ

ろであるが、一方で、令和３年１０月の瀬戸トンネルをはじめ、トンネル工事における事故が相次

いで発生したことを踏まえ、安全・安心を確保のうえ着実に工事を推進していく必要がある。 
県では、リニア開業を見据え、開業効果を県内に最大限に波及させるため、県、全市町村、観光

団体、経済団体が一体となって「岐阜県リニア中央新幹線活用戦略」を策定し、具体的な取組みを

進めてきた。平成２７年２月には、東海旅客鉄道株式会社（ＪＲ東海）との間で「中央新幹線の建

設と地域振興に関する基本合意書」を締結し、この戦略に沿った地域づくりについて、相互に連携・

協力することを確認している。 
なお、戦略については策定から９年が経過し、当初にはなかった新次元の地方分散への対応、Ｓ

ＤＧｓの推進、盛土・残土などの環境対策といった新たな社会情勢の変化への対応等の視点を加え、

令和５年３月に「第２次岐阜県リニア中央新幹線活用戦略」へ全面改訂し、オール岐阜で取組みを

進めることとしたところである。 
よって、我々は、岐阜県発展の起爆剤として、リニア中央新幹線を戦略的に活用するという方向

性のもと、その早期実現と利便性向上に向けて、次の事項について沿線自治体及びＪＲ東海をはじ

め関係機関で一致協力して、強力な運動を展開するものとする。 
 
１ リニア中央新幹線は、岐阜県にとって未来をひらくビッグプロジェクトであり、認可された

工事実施計画どおりに着実に事業を進め、２０２７年の開業に向け早期整備を図ること。 
 
２ 今後、工事の本格化に伴い見込まれる多量の発生土の慎重な処分をはじめ、リニア建設工事

について、各種法令に基づく手続を確実に実施するなど工事の安全対策に万全を尽くすこと。

特に盛土については、雨水等の排水対策を含めた構造設計を厳密に行うなど、安全対策の強化

を図ること。これらの実施にあたっては、沿線自治体及び住民の理解が十分に深まるよう、丁

寧な説明及び情報提供に努めること。 
また、地上構造物と地域の景観との調和並びに騒音、振動及び地下水・土壌汚染対策をはじ

めとする具体的な環境対策や発生土、工事用資材などの運搬に係る影響の低減については、沿

線自治体及び住民の意向に十分に配慮し、適切な措置を講ずること。 
 
３ トンネル工事にあたっては、引き続き「中央新幹線瀬戸トンネル新設工事事故に関する知事

意見書への回答」（令和４年４月７日付け）に記載された事項及び環境保全措置・安全対策につ

いての徹底事項（令和４年４月１５日付け）を本県内すべての工区の現場において確実に実施

し、万全を期すこと。 
 
４ リニア岐阜県駅の設置に伴う景観や生活環境への影響に関して必要な対策を行うとともに、

同駅及び中央本線美乃坂本駅の機能、設備並びにリニア岐阜県駅の外観及び高架下空間の有効
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活用を含む駅周辺のまちづくりについては、地域の意見を踏まえつつ、岐阜県の東の玄関口と

してふさわしい個性的で高機能なものとなるよう、その実現に向けて積極的に取り組むこと。 
 
５ リニア中央新幹線の整備工場と車両基地からなる中部総合車両基地の整備を着実に推進する

こと。 
また、中部総合車両基地の設置に伴う産業観光資源としての活用及び産業人材育成に向けた

地域教育環境の充実等に対して協力すること。 
なお、近年、全国で頻発化・激甚化している豪雨災害等を踏まえ、中部総合車両基地をはじ

め、リニア中央新幹線の防災・減災対策について、万全を期すこと。 
 
６ リニア中央新幹線との結節性強化に向けて、リニア岐阜県駅の停車本数の十分な確保やリニ

ア岐阜県駅と品川駅の所要時間の短縮など、ダイヤ編成の考え方を早期に提示すること。 
 
７ リニア岐阜県駅利用者のアクセス利便性を高めるため、リニア岐阜県駅と岐阜・西濃地域や

飛騨地域、長野県木曽・松本方面等を結ぶ中央本線など在来線の所要時間の短縮や列車本数の

増加、直通列車の運行などに配慮すること。 
特に、中央本線については、特急「しなの」を美乃坂本駅にも停車させるなど、アクセス利

便性を高めるとともに、高山本線及び太多線については、輸送力強化策を検討し、早期に提示

すること。 
 
８ 事業の円滑な実施に向け、沿線自治体との調整を十分行うとともに、中部総合車両基地を含

めたリニア建設工事の実施にあたっては、県内企業の受注機会の拡大や県産品の活用に配慮す

るなど、地域の振興につながるよう努めること。 
 
   以上決議する。 
 
          令和５年７月１８日 
 

                    リニア中央新幹線建設促進岐阜県期成同盟会 
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要 望 書 
 

 リニア中央新幹線は、東京･名古屋･大阪間の時間距離を大幅に短縮し、

地域間の交流・連携を一層強化し、わが国の新たな国土の大動脈として、

経済社会を支え、ゆとりある生活の実現に大きく貢献するとともに、内

陸部における発展を促進する社会基盤です。  

さらに、本県と首都圏・関西圏との交流拡大をもたらすリニア中央新

幹線は、整備が進む東海環状自動車道などの高規格幹線道路ネットワー

クとともに、地域の活性化に大きく寄与する重要な交通基盤として、そ

の早期実現が望まれるところです。  

また、平成２６年１０月に全国新幹線鉄道整備法に基づく工事実施計

画が認可され、３兆円の財政投融資も活用し、２０２７年の東京・名古

屋間のリニア開業に向けた工事が進められているところでありますが、

一方で、令和３年１０月の瀬戸トンネルをはじめ、トンネル工事におけ

る事故が相次いで発生したことを踏まえ、安全・安心を確保のうえ着実

に工事を推進していく必要があります。 

県では、リニア開業を見据え、開業効果を県内に最大限に波及させる

ため、県、全市町村、観光団体、経済団体が一体となって「岐阜県リニ

ア中央新幹線活用戦略」を策定し、具体的な取組みを進めています。 

平成２７年２月には、貴社との間で「中央新幹線の建設と地域振興に

関する基本合意書」を締結し、この戦略に沿った地域づくりについて、

相互に連携・協力することを確認したところです。 

 なお、戦略の策定から８年が経過し、社会情勢も変化していることか

ら、その改訂に着手しております。今後は、これまでの成果を具体化の

うえ、さらなる取組みを進めることとしております。 

 つきましては、リニア中央新幹線の早期実現と本県における円滑な事

業の推進に向けて、次の事項について、格段のご配慮を賜りますようお

願い申し上げます。 
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１．リニア中央新幹線の早期実現 

リニア中央新幹線は、岐阜県にとって未来をひらくビッグプロ

ジェクトであり、認可された工事実施計画どおりに着実に事業を進

め、２０２７年の開業に向け早期整備を図られたい。 

 

２．工事の安全対策と沿線自治体の意向に配慮した環境対策の推進 

今後、工事の本格化に伴い見込まれる多量の発生土の慎重な処分

をはじめ、リニア建設工事について、各種法令に基づく手続を確実

に実施するなど工事の安全対策に万全を尽くされたい。特に盛土に

ついては、雨水等の排水対策を含めた構造設計を厳密に行うなど、

安全対策の強化を図られたい。これらの実施にあたっては、沿線自

治体及び住民の理解が十分に深まるよう、丁寧な説明及び情報提供

に努められたい。 

また、地上構造物と地域の景観との調和並びに騒音、振動及び地

下水・土壌汚染対策をはじめとする具体的な環境対策や発生土、工

事用資材などの運搬に係る影響の低減については、沿線自治体及び

住民の意向に十分に配慮し、適切な措置を講じられたい。 

 

３．トンネル工事における環境保全措置・安全対策の確実な実施 

今後のトンネル工事にあたっては、引き続き「中央新幹線瀬戸ト

ンネル新設工事事故に関する知事意見書への回答」（令和４年４月

７日付け）に記載された事項及び環境保全措置・安全対策について

の徹底事項（令和４年４月１５日付け）を本県内すべての工区の現

場において確実に実施し、万全を期されたい。 

 

４．岐阜県らしい駅及び駅周辺整備の推進  

リニア岐阜県駅及び中央本線美乃坂本駅の機能、設備並びにリニ

ア岐阜県駅の外観及び高架下空間の有効活用を含む駅周辺のまちづ

くりについては、地域の意見を踏まえつつ、岐阜県の東の玄関口と

してふさわしい個性的で高機能なものとなるよう、その実現に向け

て積極的に取り組まれたい。 
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５．中部総合車両基地の着実な整備推進と活用への協力 

リニア中央新幹線の整備工場と車両基地からなる中部総合車両基

地の整備を着実に推進されたい。  

また、中部総合車両基地の設置に伴う産業観光資源としての活用

及び産業人材育成に向けた地域教育環境の充実等に対して協力され

たい。 

なお、近年、全国で頻発化・激甚化している豪雨災害等を踏まえ、

中部総合車両基地をはじめ、リニア中央新幹線の防災・減災対策に

ついて、万全を期されたい。 

 

６．リニア開業後のダイヤ編成の早期提示 

リニア中央新幹線との結節性強化に向けて、リニア岐阜県駅の停

車本数の十分な確保やリニア岐阜県駅と品川駅の所要時間の短縮

など、ダイヤ編成の考え方を早期に提示されたい。 

 

７．県内駅と各地を結ぶ鉄道アクセスの充実 

リニア岐阜県駅利用者のアクセス利便性を高めるため、リニア岐

阜県駅と岐阜・西濃地域や飛騨地域、長野県木曽・松本方面等を結

ぶ中央本線など在来線の所要時間の短縮や列車本数の増加、直通列

車の運行などに配慮されたい。  

特に、中央本線については、特急「しなの」を美乃坂本駅にも停

車させるなど、アクセス利便性を高めるとともに、高山本線及び太

多線については、輸送力強化策を検討し、早期に提示されたい。 

 

８．事業の円滑な推進に向けての配慮 

事業の円滑な実施に向け、沿線自治体との調整を十分行うととも

に、中部総合車両基地を含めたリニア建設工事の実施にあたって

は、県内企業の受注機会の拡大や県産品の活用に配慮するなど、地

域の振興につながるよう努められたい。 

 

 

 

 

 令和４年１１月２８日 

       リニア中央新幹線建設促進岐阜県期成同盟会 

                    会 長  岐阜県知事  古 田  肇 

-28-



 

リニア中央新幹線建設促進岐阜県期成同盟会 会員 
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岐 阜 市        

高 山 市        
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土 岐 市        
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坂 祝 町        
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七 宗 町        

八 百 津 町        
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東 白 川 村        

御 嵩 町        
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